






要約:乳幼児突然死症候群の定義は、剖検所見を条件として加えない限り、世界のデータ

と比較出来ないことより、本研究班は従来の広義を改め、解剖を必要条件とすることを提

言した。しかし、本邦における剖検率の低さを考慮し、死亡診断書には「乳幼児突然死症

候群の疑い」を加えることでカバーすることとした。本邦において、剖検率が特に高い東

京都及び神奈川県における死亡例の検討及び病理解剖データの検討から本邦においても近

年、乳幼児突然死症候群が増加の傾向にあることが示唆され今後の大きな問題と考えられ

る。さらに、乳幼児突然死症候群と育児環境が高い相関があることが示されており、育児

環境の調査及びそれに対する社会的な指導も今後の本症の発生防止に重要と考えられた。

乳幼児突然死症候群が早期新生児期に起こりうるかどうかに関し、疫学的な調査及び病理

学的な検討から SIDS は新生児期においても起こりうることが明らかにされた。SIDS のハ

イリスク児のスクリーニング及びホームモニタリングにおいては、その方法論の可能性は

十分に示されているが、その機器及び応用の段階でさらなる改良が必要であることが示さ

れた。


